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規 則 

 

三 重 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 五 年 十 一 月 二 十 八 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 五 十 八 号  

三 重 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 九 年 三 重 県 規 則 第 百 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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改   正   後  改   正   前  

別 表 第 二 （ 第 二 十 七 条 の 五 関 係 ）  別 表 第 二 （ 第 二 十 七 条 の 五 関 係 ）  

 駐  車  場  の  名  称  使  用  料    駐  車  場  の  名  称  使  用  料   

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 笹 川 第 二 団 地 駐 車 場  （ 略 ）    笹 川 第 二 団 地 駐 車 場  （ 略 ）   

 河 原 田 団 地 駐 車 場     千 八 百 円       

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 エ ス ペ ラ ン ト 末 広 駐 車 場  （ 略 ）    エ ス ペ ラ ン ト 末 広 駐 車 場  （ 略 ）   

 辻 久 留 団 地 駐 車 場  千 五 百 円       

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 カ ー サ 上 野 駐 車 場  （ 略 ）    カ ー サ 上 野 駐 車 場  （ 略 ）   

 蔵 持 団 地 駐 車 場  千 七 百 円       

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   
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